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 「スポーツ基本法」は、国が国民のスポーツ権を保障し、国が選手や競技団

体を支援し、国がスポーツ政策を主導することが明記されています。 

 それは「日本のスポーツ推進」という意味では、大きな後ろ盾になります。

一方で日本のスポーツを国が先頭に立って主導することには、不安もぬぐいき

れません。 

 過去の「官主導」の例を見ても、いわゆるスポーツの現場や国民の声とはず

れた方向へ導かれてしまう可能性が否定できないからです。１９８０年のモス

クワ五輪ボイコットはその典型的な例といえるでしょう。 

 「スポーツ基本法」はスポーツ政策の基本理念は明記されていますが、それ

を具現化するのはすべてこれからです。それを理想的な形に導いていくために

は、国とスポーツ界が対等な関係で向き合い、定期的に意見交換しながら協調

していくことが不可欠です。 

 「スポーツ基本法」の施行にあたり、各省庁が寄り合って政策などを協議す

る「スポーツ推進会議」ができました。また、文科省の傘下で元選手や有識者

らが委員をつとめる各種協議会もあります。ただ、それはあくまで国の内部に

設置された協議会です。ですから、国の傘下から離れ、スポーツの側に立った

私たち「スポーツ学会」を中心に、賛同していただいた有志、団体とともに、

日本のスポーツ推進のために、国に対して積極的に声をだし、提言、助言、協

力をしていくことにしました。 

 日本スポーツ学会は選手、元選手、指導者、スポーツ団体・スポーツ施設関

係者、学校スポーツ関係者、障害者スポーツ関係者、有識者ら、日本のスポー

ツに携わるあらゆる分野の人材が集まった、利害関係のない団体です。 

 「スポーツ基本法」の施行に合わせて、日本のスポーツ推進のために、外部

からスポーツ政策の方向性に積極的に意見、提言をしていきたいと思います。 
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